
指定に関する届出と、
給水装置工事における違反行為について

静岡市上下水道局 上下水道総務課
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Ⅱ 給水装置工事における違反行為について

Ⅰ 指定事項に関する届出について
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本日の内容



１．事業を廃止・休止・再開する場合

次の場合は指定を続けられません。

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
を提出してください。
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注意

Ⅰ 指定事項に関する届出について

・主任技術者が１人もいない

・国交省の定める機械器具がない など

⇒すぐに上下水道局まで連絡して下さい。



(１) 氏名または名称の変更
(２) 住所の変更
(３) 法人の代表者の変更
(４) 法人の役員の変更

２．指定事項に変更が生じた場合

30日以内に

 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
を提出してください。
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Ⅰ 指定事項に関する届出について
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選任するときは、
給水装置工事主任技術者免状の写しも
あわせて提出してください。

３．主任技術者を選任・解任する場合
     

速やかに

指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
を提出してください。

Ⅰ 指定事項に関する届出について



指定の有効期間は５年
です。
引き続き指定を受ける
場合は、更新手続きが
必要です。

４．指定の更新について
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Ⅰ 指定事項に関する届出について
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【令和８年度対象事業者】※３月頃通知予定
 

有効期限

令和８年７月１日から令和９年６月３０日
までの事業者

【申請受付期間（予定）】
令和８年６月１日（月）～令和８年７月３１日（金）

（注意）更新手続きの方法や、書類の提出時期に
ついては、水道事業者ごとに異なります。

Ⅰ 指定事項に関する届出について

４．指定の更新について
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Ⅰ 指定事項に関する届出について

5.オンライン申請について

①申請フォームに必要項目を入力し申請する方法



②ご自身で作成した書類を申請フォームに添付する方法
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申請書等をPDFや
wordファイルで
送ることができます。

Ⅰ 指定事項に関する届出について
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Ⅰ 指定事項に関する届出について

６．様式ダウンロードについて

静岡市ホームページからダウンロードできます。

くらし・手続き  住まい・上下水道  上下水道 
 申請・手続き  指定給水装置工事事業者に関する各種届出

URL：https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9872/s012223.html 

【QRコード】



11

１．違反行為について

・給水工事申込書を提出せずに工事を施工した

・工事完了後、検査を受けなかった

・指定工事店として自己の名義を他の業者に貸した

水道法第25条の３第１項第３号ホ

「その業務に関し不正又は不誠実な行為をする
おそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」
に該当

処分の対象となります。

Ⅱ 給水装置工事における違反行為について



２．違反行為に対する処分
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処分の対象となる行為があった場合

・指定の取消し

・指定の効力の停止（１月間～６月間）

Ⅱ 給水装置工事における違反行為について
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３．指定の取消または指定の効力の停止が決定した場合

○給水装置工事ができません。
新規工事はもちろん、申請途中の工事であっても
進めることはできません。

○取消処分を受けてから２年間は新規の指定を
受けられません。 （欠格期間）

Ⅱ 給水装置工事における違反行為について

◎処分を受けたことが公表されます。
（静岡市掲示板等）
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【お問い合わせ】

 上下水道総務課 総務係

  静岡市葵区七間町15番地の１ 上下水道局庁舎６階

  電話 ０５４（２７０）９1２1  

  ホームページ

指定に関する届け出について

静岡市上下水道総務課 検索

検索

給水装置工事に関する書類の提出及びお問い合わせ

葵区、駿河区で施工する場合は

水道建設・維持課 給水装置係

  静岡市葵区七間町15番地の１

  上下水道局庁舎４階

  電話 ０５４（２７０）９１３５

清水区で施工する場合は

水道事務所 給水装置係

  静岡市清水区旭町６番８号

清水庁舎６階

  電話 ０５４（３５４）２７４５
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